
福
祉
手
当
・

福
祉
手
当
・

福
祉
医
療
費

福
祉
医
療
費

①
特
別
児
童
扶
養
手
当

対　

象　

精
神
ま
た
は
身
体
に
一
定
の

障
が
い
（
※
）
が
あ
る
20
歳
未
満
の
子

ど
も
を
育
て
て
い
る
方

※
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
診
断
書
に

よ
り
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
た
方
（
お
お
む
ね
身
体
障
害
者

手
帳
１
級
〜
３
級
、
療
育
手
帳
Ⓐ
、

Ａ
、
Ｂ
を
お
持
ち
の
方
）。

※
同
居
の
家
族
に
一
定
以
上
の
所
得
が

あ
る
場
合
は
支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。

手
当
額　

１
級　

月
額
５
２
，
２
０
０
円
、

２
級　

月
額
３
４
，
７
７
０
円

※
対
象
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
に
入

所
し
て
い
る
場
合
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

②
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手
当

対　

象　

Ⅰ
・
Ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

Ⅰ
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
市
・
県
民
税

非
課
税
の
方
で
、
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
・
２
級
、
療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の

い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
方

・
精
神
障
が
い
（
知
的
障
が
い
を
含
む
）

で
、
国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が

い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常

時
特
別
な
介
護
が
必
要
な
方

※
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
に
一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
一
定
期

間
支
給
停
止
し
ま
す
。

手
当
額　

月
額
２
７
，
２
２
０
円

そ
の
他　

次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
社
会
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
方

・
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
継
続
し
て
３

か
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
方

⑤
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

　

医
療
保
険
を
使
っ
て
病
院
・
薬
局
等

を
受
診
し
た
際
の
医
療
費
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

対　

象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
を
お

持
ち
の
方

・
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
を
お
持
ち
の
方

・
精
神
障
害
者
保
険
福
祉
手
帳
１
級
を

お
持
ち
の
方

・
65
歳
以
上
で
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
の
「
障
害
認
定
」
を

受
け
た
方

※
本
人
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場

合
は
、
一
定
期
間
支
給
停
止
し
ま
す
。

※
す
で
に
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
は
、
２
０
２
０
年
10
月
か
ら

所
得
制
限
を
適
用
し
ま
す
。

そ
の
他　

次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
65
歳
以
上
で
新
た
に
手
帳
を
取
得
し

た
方

※
更
新
に
よ
り
新
た
に
該
当
要
件
を
満

た
す
よ
う
に
な
っ
た
方
を
含
み
ま
す
。

Ⅱ
20
歳
未
満
で
医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と

す
る
方
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
級

ま
た
は
２
級
と
療
育
手
帳
Ⓐ
ま
た
は

Ａ
を
重
複
し
て
お
持
ち
の
方
（
他
の

手
当
を
受
け
て
い
て
も
対
象
）

手
当
額　

月
５
，
０
０
０
円

そ
の
他　

次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
他
の
手
当
を
受
け
て
い
る
方
（
Ⅱ
以
外
）

・
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
で
新
た
に
手
帳
を
取
得
し

た
方

③
障
害
児
福
祉
手
当

対　

象　

障
が
い
が
あ
る
た
め
、
常
時

介
護
が
必
要
な
20
歳
未
満
の
方

※
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
に
一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
一
定
期

間
支
給
停
止
し
ま
す
。

手
当
額　

月
額
１
４
，
７
９
０
円

そ
の
他　

次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
社
会
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
方

・
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方

④
特
別
障
害
者
手
当

対　

象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
、

在
宅
で
生
活
し
て
い
る
20
歳
以
上
の
方

・
国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が
い
が

２
つ
以
上
あ
る
方

・
国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が
い
が

１
つ
あ
り
、
さ
ら
に
国
民
年
金
法
２

級
程
度
の
障
が
い
が
２
つ
以
上
あ
る
方

・
肢
体
不
自
由
で
、
国
民
年
金
法
１
級
程

度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
時
特
別
な
介
護
が
必
要
な
方

・
内
部
障
が
い
お
よ
び
そ
の
他
疾
患
で
、

国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が
い
が

あ
り
、
絶
対
安
静
の
方

難
病
患
者
通
院

交
通
費
給
付
金

対　

象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
、
指
定
疾

患
医
療
受
給
者
証
、
指
定
難
病
医
療

受
給
者
証
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
受
給
者
証
の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち

で
難
病
の
治
療
の
た
め
市
外
の
病
院

等
に
通
院
し
て
い
る
方

・
慢
性
腎
不
全
の
た
め
人
工
透
析
を
行

　

っ
て
い
る
方
で
、
市
外
の
病
院
等
に

通
院
し
て
い
る
方
（
吉
田
・
大
滝
・
荒

　

川
地
区
在
住
の
場
合
、
秩
父
地
区
の

病
院
等
に
通
院
し
て
い
る
方
も
対
象
）

※
自
動
車
等
燃
料
費
給
付
金
を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
、
生
活
サ
ポ
ー
ト
事
業

を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
対
象
外
で
す
。

給
付
額　
【
電
車
ま
た
は
バ
ス
を
利
用

し
た
場
合
】
運
賃
の
２
分
の
１
、【
自

家
用
車
を
利
用
し
た
場
合
】
通
院
に
か

か
る
距
離
１
㎞
あ
た
り
４
円

請
求
締
切　
【
４
月
〜
７
月
分
】
８
月
12

日
㈪
、【
８
月
〜
11
月
分
】
12
月
10
日
㈫
、

【
12
月
〜
３
月
分
】
２
０
２
０
年
４
月

10
㈮

持
ち
物　

各
種
医
療
受
給
者
証
ま
た
は

特
定
疾
病
療
養
受
療
証
、
医
療
機
関
発

行
の
領
収
書
等
、
通
院
記
録
を
証
明
で

き
る
も
の
、
給
付
金
振
込
先
口
座
の
名

義
・
番
号
が
わ
か
る
も
の
、
印
鑑

２
書
類
を
持
参
の
上
、
障
が
い
者
福
祉

課
ま
た
は
吉
田
・
大
滝
・
荒
川
総
合
支

所
市
民
福
祉
課
へ

障がい者福祉課
からのお知らせ

１障がい者福祉課☎２７－７３３１２７－７３３６
　吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
　　吉田☎７２－６０８２　大滝☎５５－０８６５
　　荒川☎５４－２１１６

障
が
い
者
の
た
め
の

　

①
〜
⑤
の
手
当
、
医
療
費
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
申
請
不
要
で
す
。

82019年４月号2019年４月号



在
宅
重
度
心
身
障
害
者

自
動
車
等
燃
料
費
給
付
金

対　

象　

市
内
在
住
で
、
本
人
ま
た
は

同
居
か
つ
同
一
生
計
の
親
族
所
有
の
自

動
車
等
を
自
ら
運
転
し
て
い
る
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
を
お

持
ち
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
を
お
持

ち
の
視
覚
障
が
い
者
と
同
居
し
同
一

生
計
で
、
移
動
支
援
を
行
っ
て
い
る
方

③
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
を
お
持
ち
の
方

④
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
を
お
持
ち
の

知
的
障
が
い
者
と
同
居
し
同
一
生
計

で
、
移
動
支
援
を
行
っ
て
い
る
方

⑤
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を

お
持
ち
の
方

　子育てについての相談や、おか
あさん応援講座、ミニコンサート
や楽しいイベントが盛りだくさん！
皆さんの楽しい子育てを応援します。
※４月から、下郷児童館内に移転しました。
●子育てなんでも相談
と　き　月～金曜日、午前９時～午後４時（土・日、
祝祭日、年末年始を除く）
内　容　子育て支援相談員がご相談に応じます。
☎での相談もできます。
●ひよこの日（０～１歳児が対象）
　親子のふれあいあそびやおしゃべり会です。
と　き　毎週木曜日、午前10時30分～11時
●ひよこカフェ（乳幼児が対象）
　少人数の利用でのんびり遊べます。子育て支援
スタッフとおしゃべりしませんか。
と　き　毎週火・水・木曜日、午後１時～午後３時
※絵本の読みきかせ等のボランティアを募集中！
１秩父市子育て支援センター（下郷児童館内）
　☎２４－１７００

※
秩
父
市
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
、
難

病
患
者
通
院
交
通
費
給
付
金
を
受
給

さ
れ
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。

給
付
額　

使
用
燃
料
１
ℓ
に
つ
き
50
円

※
１
か
月
の
対
象
限
度
量
は
、
自
動
車

20
ℓ
、
バ
イ
ク
5
ℓ
で
す
。

請
求
締
切　
【
３
月
〜
８
月
】
９
月
10
日

㈫
、【
９
月
〜
２
０
２
０
年
２
月
】

２
０
２
０
年
３
月
10
日
㈫

持
ち
物　

各
種
障
害
者
手
帳
、
運
転
免

許
証
、
自
動
車
検
査
証
ま
た
は
標
識
交

付
証
明
書
、
印
鑑
、
給
付
金
振
込
先
口

座
の
名
義
・
番
号
が
わ
か
る
も
の

※
給
付
金
の
受
給
資
格
は
、
認
定
さ
れ

た
月
か
ら
発
生
し
ま
す
。

２
新
規
申
請
の
方
は
持
ち
物
を
持
参
の

上
、
障
が
い
者
福
祉
課
ま
た
は
吉
田
・

大
滝
・
荒
川
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
へ

秩父市子育て支援センターを
ご利用ください！

●
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　

就
職
に
必
要
な
資
格
や
技
能
を
身
に

付
け
る
た
め
に
教
育
訓
練
講
座
を
受
講

し
修
了
し
た
場
合
に
、
受
講
費
用
の
一

部
を
支
給
し
ま
す
。

対　

象　

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
方

・
市
内
に
住
所
を
有
し
、
児
童
扶
養
手

当
支
給
水
準
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
親

・
教
育
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
適
職
に

就
く
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と

・
過
去
に
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け

た
こ
と
が
な
い
こ
と

対
象
講
座　

雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育

訓
練
給
付
の
指
定
教
育
訓
練
講
座
等

支
給
額　

①
対
象
講
座
の
受
講
料
の
60
％
相
当
額

（
１
２
，０
０
１
円
〜
20
万
円
を
上
限
）

②
【
雇
用
保
険
制
度
か
ら
一
般
教
育
訓

練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
方
】
①
に
定
め
る
額
か
ら
雇

用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付

金
支
給
額
を
差
し
引
い
た
額
。

※
必
ず
事
前
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
対
象
講
座
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　

就
職
の
際
に
有
利
と
な
る
資
格
を
取

得
す
る
た
め
、
養
成
機
関
で
修
業
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
に
、
訓
練
促
進
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。

　

ま
た
、
卒
業
後
に
修
了
支
援
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

対　

象　

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
方

・
市
内
に
住
所
を
有
し
、
児
童
扶
養
手

当
支
給
水
準
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
親

・
養
成
機
関
に
お
い
て
１
年
以
上
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
業
し
、
対
象
資
格

の
取
得
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

・
仕
事
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が

困
難
で
あ
る
こ
と

・
過
去
に
訓
練
促
進
給
付
金
ま
た
は
修

了
支
援
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ

と
が
な
い
こ
と

対
象
資
格　

看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
保

育
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、

美
容
師
、
製
菓
衛
生
士
等　

支
給
期
間　

対
象
資
格
取
得
の
た
め
修
業

す
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
（
そ
の
期

間
が
48
月
を
超
え
る
と
き
は
、
48
月
）

支
給
額

○
訓
練
促
進
給
付
金

非
課
税
世
帯　

月
額
10
万
円

課
税
世
帯　
　

月
額
７
万
５
百
円

※
最
終
学
年
は
月
額
を
４
万
円
増
額
し

ま
す
。

○
修
了
支
援
給
付
金

非
課
税
世
帯　

５
万
円

課
税
世
帯　
　

２
万
５
千
円

※
申
請
に
は
、
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

１
社
会
福
祉
課
☎
25

－

５
２
０
４

9

ご
利
用
く
だ
さ
い

ひ
と
り
親
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
制
度

平成30年７月豪雨災害義援金　受付中です。
１社会福祉課☎２５－５２０４



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


